
民事法律扶助業務運営細則 一部抜粋（令和６年４月１日時点） 

 

（法律相談援助に伴う通訳サービスの提供） 

第 12 条の６      地方事務所長は、法律相談援助を実効的に行うために、外国語等の

通訳サービスの提供が必要かつ相当と認めたときは、この条の規定に従い、センターが

委託した通訳人若しくは通訳サービス提供業者が指定した通訳人にこれを行わせ、又は

民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が委託した通訳人の費用を支出することができ

る。ただし、被援助者が自ら適当な通訳人を確保できる場合又はセンター若しくは民事

法律扶助契約弁護士・司法書士等において適当な通訳人に委託することが困難な場合を

除く。 

２  通訳サービスの提供に要する費用については、被援助者に負担させないものとす

る。 

３   センターの事務所における法律相談援助において通訳サービスを提供する場合

は、センターが、適当と認める通訳人又は通訳サービス提供業者が指定した通訳人に対

し、通訳業務を委託する方法により行うものとする。 

４   民事法律扶助契約弁護士・司法書士等の事務所における法律相談援助において通

訳サービスを提供する場合は、当該民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が、適当と認

める通訳人に対し、あらかじめ地方事務所長の承認を得て、通訳業務を委託する方法に

より提供するものとする。 

５   指定相談場所における法律相談援助において通訳サービスを提供する場合は、第

３項に定める方法又はセンターと当該指定相談場所の管理者との契約に基づき、当該指

定相談場所の管理者が適当と認める通訳人に対し、通訳業務を委託する方法により提供

するものとする。 

６ 通訳料（交通費及び消費税を含む。）は、以下の基準によるものとする。 

⑴ 時間単位で支払う場合 

通訳時間及び待機時間の合計につき、１時間当たり 11,000 円を上限とする。ただし、

同一日における通訳料は、16,500 円を上限とする。 

⑵ 件数単位で支払う場合 

１件当たり 11,000 円を上限とする。ただし、同一日に同一場所で２件以上通訳サービ

スを提供した場合は 16,500 円を上限とする。 



⑶ 指定相談場所の管理者が通訳人に委託する方法で通訳サービスが提供された場合 

指定相談場所の管理者が通訳人に支払う通訳料を、同管理者が実施する法律相談で通訳

サービスが提供された件数と、法律相談援助で通訳サービスが提供された件数とで案分

し、法律相談援助に割り付けられた金額とする。ただし、法律相談援助１件当たり

11,000 円を超えないものとする。 

⑷  通訳サービス提供業者が指定した通訳人によるオンラインを用いた通訳サービスが

提供された場合 

センターが委託した通訳サービス提供業者が指定した通訳人によるオンラインを用いた

通訳サービスが提供された場合の通訳料は、センターと通訳サービス提供業者との間で

締結した⑴から⑶までの基準その他の事情を踏まえた契約条項に従うものとする。 

７    第３項若しくは第４項に規定する場合又は第５項に規定する場合であって第３項

に定める方法による場合で、かつ法律相談援助を予約制で実施している場合において、

事前に予約をしていた申込者がいずれも来所しなかったため、通訳人が法律相談予定日

当日に全く通訳サービスを提供することができなかった場合は、通訳人に対し、5,500

円を上限とする待機謝金（交通費及び消費税を含む。）を支払う。 

８  理事長は、この条に定めるもののほか、法律相談援助に伴う通訳サービスの提供に

関し、必要な事項について実施要領を定めることができる。 

 

（通訳料及び翻訳料） 

第 14 条  通訳料及び翻訳料を立て替えて支出する場合の基準は、この条の定めるとこ

ろによる。 

⑴ 通訳料 

ア 通訳料の単価 

通訳料は、各回の最初の１時間につき 12,570 円（交通費及び消費税を含む。）以内と

し、30 分増すごとに 5,237 円（消費税込）以内の金額を加算する。 

イ 遠距離移動を伴う場合の通訳人の旅費 

通訳を要する言語が希少言語である等、近隣における通訳人の確保が困難な場合であっ

て、通訳人が通訳を行うために通常の経路及び方法（自家用車の使用が通常の方法と認

められる場合を含む。）を用い、住所地又は勤務地を出て目的地において必要な通訳を

行った後に住所地又は勤務地に戻る場合（日本国内に限る。）に、旅行のために通常要



すべき時間（公共交通機関の待ち合わせ時間を含む。）の合計が４時間を超えるとき

は、ウにかかわらず、第 13 条に定めるところにより算定した長距離の移動部分に係る

旅費を支出することができる。ただし、支出する場合には、あらかじめ、本部と協議し

なければならない。 

ウ 支出限度額 

業務方法書別表３の１の（注）５の(7)に定める通訳料の支出限度額には、旅費を含む

ものとする。 

⑵ 翻訳料 

翻訳料の単価は、原文Ａ４版１枚につき 4,713 円（消費税込）以内とする。 

 

（面談審査に伴う通訳料の支出基準） 

第 21 条    地方事務所長は、面談審査において外国語等の通訳サービスの提供が必要

かつ相当と認めたときは、この条の規定に従い、センターが委託した通訳人にこれを行

わせることができる。ただし、申込者等が自ら適当な通訳人を確保できる場合又はセン

ターにおいて適当な通訳人に委託することが困難な場合を除く。 

２  通訳サービスの提供に要する費用については、申込者等に負担させないものとす

る。 

３  通訳サービスを提供する場合は、センターが適当と認める通訳人に対し、通訳業務

を委託する方法により行うものとする。 

４ 通訳料（交通費及び消費税を含む。）は、以下の基準によるものとする。 

⑴ 時間単位で支払う場合 

通訳時間及び待機時間の合計につき、１時間当たり 11,000 円を上限とする。ただし、

同一日における通訳料は、16,500 円を上限とする。 

⑵ 件数単位で支払う場合 

１件当たり 11,000 円を上限とする。ただし、同一日に同一場所で２件以上通訳サービ

スを提供した場合は 16,500 円を上限とする。 

５   事前に面談審査を予定していた申込者等がいずれも来所しなかったため、通訳人

が面談審査予定日当日に全く通訳サービスを提供することができなかった場合は、通訳

人に対し、  5,500 円を上限とする待機謝金（交通費及び消費税を含む。）を支払う。 



６  理事長は、この条に定めるもののほか、面談審査に伴う通訳サービスの提供に関

し、必要な事項について実施要領を定めることができる。 

 


